
第１号様式（第１４条関係） 

 

令和４ 年 ４月１日 

 

世田谷区不燃化推進特定整備事業認定申請書 

 

世田谷区長 あて 

 

                 申請者 住所 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

                     氏名 世田谷 太郎        ○印  

                     電話 ０３－５４３２－１１１１ 

 

 

 

 

世田谷区不燃化推進特定整備事業の認定を受けたいので、関係書類を添えて、下記の

とおり申請します。 

記 

助成金の区分 

□ 建替え助成金 
□ 老朽建築物除却助成金 
□ 土地管理用仮設物設置助成金 

除
却
す
る
建
築
物 

所  在  地 
(住居表示)世田谷区  世田谷        ４ 丁目 ２１番 ２７号 

(地番表示)世田谷区  世田谷        ４ 丁目９７８番 ２ 

竣 工 年 月 日 昭和５０ 年 ５ 月 ５ 日 

建 物 用 途 居宅 家屋番号 ９７８番２－１ 

建 物 構 造       木       造          階    数  ２    階 

延 べ 面 積 合計１１１．５㎡ 混構造の場合 
     造      ㎡ 

     造      ㎡ 

事 業 期 間 
   令和 ４  年  ４ 月 ３０ 日（着工予定日） 

   令和 ４  年  ５ 月 ３１ 日 （完了報告予定日） 

除 却 費           ２，７００，０００   円 

※「家屋番号欄」は登記事項証明書に記載された家屋番号を記載。未登記の場合はその旨記載。 
※ 除却費等の金額は、消費税込みの金額を記載。（申請者が法人の場合は、消費税抜きの金額を記載。） 
※申請者以外が窓口で手続きをする場合は連絡先を記載。 

 

 

 

 

届出日 
（土、日、祝日除いた 
工事着手の１５日前まで） 

手続きを代行する場合は 
この欄に記入 

建
物
の
資
料
の

内
容
を
記
入 

建築物又は土地が共有又は区分所有の場合は

代表者の住所及び氏名。法人等にあっては主た

る事務所の所在地、名称及び代表者の氏名。 

連絡先  会社名： 
     住 所：                     電話番号： 
     氏 名： 

記入例 

該当する区分に 
チェック 
（老朽建築物除却助成
金のみの場合は裏面の
記入は必要ありません） 

完了報告書の
提出予定日 

○字抹消 

○字加入 

訂正を行った場合は申請書に使用した

ものと同じ印を用いて訂正する。 



添付書類（各１部）※は３ヶ月以内に法務局各出張所（登記所）で発行された原本を提出してください。 

（１）申請者に関する書類 

①建築物所有者と申請者の親族関係が公的に確認できるもの〔建築物所有者の住民票・戸籍等の写し〕 

（除却する建築物の所有者以外が建替え助成金を申請する場合に限る） 

②法人の登記事項証明書※ 

（法人が建替え助成金又は土地管理用仮設物設置助成金を申請する場合に限る） 

  ③申請者以外の委任状（除却又は建替え工事契約者が２名以上いる場合等に限る） 

（２）申請する敷地に関する書類 

①申請地の案内図 

②現況写真〔カラー、当該建物全景がわかるものを含む２方向以上(撮影方向を図面に表示)〕 

③土地の登記事項証明書※ 

④公図の写し※ 

⑤狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書一式の写し 

（狭あい道路に接する敷地かつ建替え助成金、土地管理用仮設物設置助成金の申請に限る。） 

（３）除却する建築物に関する書類 

①家屋の登記事項証明書※ 又は 

固定資産税・都市計画税納税通知書及び固定資産税・都市計画税課税明細書等（最新のものに限る） 

〔除却する建築物の所有者・面積・建築年数・構造が分かる公的機関により交付された書類〕 

②建築物の除却に関する土地・建物所有者の承諾書 

（申請者と土地・建物所有者が異なる場合、土地・建物所有者が２名以上いる場合等に限る） 

③除却工事等の契約書の写し〔解体除却工事費、敷地整地費の内訳が分かるもの〕 

（４）建替え後の建築物に関する書類 

①建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項に規定する確認済証の写し 

②建築確認申請書の第一面から第六面（確認済証副本の写し） 

③建築行為適合通知書の写し 

④建築物の配置図、各階平面図、立面図（確認済証副本の写し） 

⑤建築工事の工程表 

⑥建築工事の契約書の写し〔建築設計費、工事監理費等が分かるもの〕 

（５）土地管理用の柵等の設置に関する書類 

①柵等の配置に係る設計図〔設置延長がわかるもの〕 

②設置工事の工程表 

③柵等の設置工事の契約書の写し〔材料費、施工費等の内訳が分かるもの〕 

④覚書等 

（６）その他 別途指示のあった書類 

建
替
え
後
の
建
築
物 

所  在  地 
(住居表示)世田谷区   世田谷 ４     丁目 ２１番 ２７号 

(地番表示)世田谷区   世田谷  ４     丁目９７８番 ２ 

建 物 用 途 居宅 建築確認番号 ABC-12A-012345 

建 物 構 造 
       木         造 階数     ２  階 

耐火建築物   ・   準耐火建築物 

敷 地 面 積     １８０．９ ㎡ 建築面積     ７０．５ ㎡ 

延 べ 面 積     １２２．２ ㎡ 補助対象面積  
（地上１～３階の床面積の合計）    １２２．２ ㎡ 

事 業 期 間 
     令和 ３ 年 ５ 月 ３１ 日  （着工予定日） 

       令和 ３ 年１１ 月  １ 日 （完了報告予定日） 

設 計 費  ８６４，０００ 円 
合 計   １，２９６，０００  円 

工 事 監 理 費   ４３２，０００ 円 

土
地
管
理
用
仮
設
物 

所 在 地 
(住居表示)世田谷区                  丁目   番   号 

(地番表示)世田谷区                  丁目   番   

設 置 工 期 
         年    月    日 （着工予定日） 

         年    月    日 （完了報告予定日） 

柵等の設置費              円 工事費総額                      円 

柵 等 の 種 類  延 長                      ｍ 

完了報告書の提出
予定日 
 

設計費に建築確認の
申請料等は含めるこ
とは出来ません。 

建築士が工事を監理す
る費用です。 
現場の管理費ではあり
ません。 


